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議案第５２号

かすみがうら市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

【一部改正】

１ 要  旨

  国及び他の自治体の給与制度との均衡を図るため、令和２年１０月７日

に出された人事院勧告に伴い、特定任期付職員の期末手当について、国に

準拠した制度とするため、この条例を制定するもの。

２ 内  容

（１） 期末手当支給月数の改定

ア 令和２年度の支給月数（合計３．３５月）

・０．０５月分を１２月期で引下げ

６月期 １．７月（変更なし）

１２月期 １．７月⇒１．６５月

（０．０５月の引下げ）

イ 令和３年度以降の支給月数（合計３．３５月）

・６月期と１２月期の支給月数を平準化

６月期 １．７月⇒１．６７５月

（０．０２５月の引下げ）

１２月期 １．７月⇒１．６７５月

（０．０２５月の引下げ）

３ 施行年月日

  令和２年１１月３０日

ただし、令和３年度以降の支給月数の改定については、令和３年４月１

日から施行する。

〔 総務部：総務課 〕
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議案第５３号

かすみがうら市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例の制定について

【一部改正】

１ 要  旨

  国及び他の自治体の給与制度との均衡を図るため、令和２年１０月７日

に出された人事院勧告に伴い、令和２年度及び令和３年度以降の期末手当

について、国に準拠した制度とするため、この条例を制定するもの。

２ 内  容

  （１） 期末手当支給月数の改定

ア 令和２年度の支給月数（合計３．３５月）

  ・０．０５月分を１２月期で引下げ

６月期 １．７月（変更なし）

１２月期 １．７月⇒１．６５月

（０．０５月の引下げ）

イ 令和３年度以降の支給月数（合計３．３５月）

・６月期と１２月期の支給月数を平準化

６月期 １．７月⇒１．６７５月

（０．０２５月の引下げ）

１２月期 １．７月⇒１．６７５月

 （０．０２５月の引下げ）

ウ 対象者：市長、副市長、教育委員会教育長

※市議会議員についても、本条例の例により引き下げとなる。
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３ 施行年月日

  令和２年１１月３０日

ただし、令和３年度以降の支給月数の改定については、令和３年４月１

日から施行する。

〔 総務部：総務課 〕
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議案第５４号
かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について【一部改正】

１ 要  旨

  国及び他の自治体の給与制度との均衡を図るため、令和２年１０月７日

に出された人事院勧告に伴い、令和２年度及び令和３年度以降の期末手当

について、国に準拠した制度とするため、この条例を制定するもの。

２ 内  容

給与勧告及び報告の骨子（一部抜粋）

○本年の給与勧告及び報告のポイント

ボーナスを引下げ、月例給の改定なし

① ボーナスを引下げ（△０．０５月分）、民間の支給状況等を踏まえ

期末手当の支給月数に反映

② 月例給は、民間給与との較差（△０．０４％）が極めて小さく、

適切な改定が困難であることから、改定を行わない。

（１） 再任用職員以外の期末手当の支給月数の改定

ア 令和２年度の期末手当の支給月数

（期末手当と勤勉手当の合計４．４５月）

・期末手当０．０５月分を１２月期で引下げ

６月期 １．３月（変更なし）

１２月期 １．３月⇒１．２５月

（０．０５月の引下げ）

勤勉手当（変更なし）

 ６月期 ０．９５月

１２月期 ０．９５月
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イ 令和３年度以降の期末手当の支給月数

（期末手当と勤勉手当の合計４．４５月）

・期末手当０．０５月分を６月期と１２月期で引下げ

６月期 １．３月⇒１．２７５月

（０．０２５月の引下げ）

１２月期 １．３月⇒１．２７５月

（０．０２５月の引下げ）

３ 施行年月日

  令和２年１１月３０日

ただし、令和３年度以降の支給月数の改定については、令和３年４月１

日から施行する。

〔 総務部：総務課 〕
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議案第５５号 
かすみがうら市長等の損害賠償責任の一部免責に関する

条例の制定について【新規】 

１ 要  旨 

 地方自治法の改正に伴い、長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償

責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、

賠償責任額を限定してそれ以上の額を免責する旨を条例で定めることがで

きるとされたことから、損害賠償責任の一部免責の基準等を定めるもの。 

２ 内  容 

  （１） 市長等が賠償の責任を負う額から市長等に係る基準給与年額に、

次に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせ

る。 

ア 市長 ６ 

イ 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会

の委員又は監査委員 ４ 

ウ 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長

又は地方公営企業の管理者 ２ 

エ 市の職員 １ 

３ 施行年月日 

  公布の日 

〔 総務部：総務課 〕 
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議案第５６号 
かすみがうら市行政組織条例の一部を改正する条例の制

定について【一部改正】 

１ 要  旨 

  重点施策などに迅速かつ的確に対応し、効率的な行政運営と行政サービ

スの更なる向上のための執行体制を整備するため、行政組織機構の一部見

直しに伴い、条例の一部を改正するもの。 

２ 内  容 

  （１） 部の再編 

ア 企業誘致及び商工部門と産業振興部門の連携強化を図るた

め、「商業、工業及び労政」に関する業務を「市長公室」か

ら「都市産業部」へ移管する。移管に伴い、「都市産業部」

を「産業経済部」に名称変更し、「地域未来投資推進課」を

「市長公室」から「産業経済部」へ移管する。 

イ 都市政策部門と建設部門の連携強化を図るため、「都市計

画、開発、公園緑地、建築指導及び土地区画整理」に関する

業務を「都市産業部」から「建設部」へ移管する。移管に伴

い、「建設部」を「都市建設部」に名称変更し、「都市整備

課」を「都市産業部」から「都市建設部」に移管する。 

ウ ＩＣＴに関する業務に重点的に取り組むため、「行政改革」

に関する業務を「行財政改革・公共施設等マネジメント推進

室」から「市長公室」へ移管し、施設整備・管理に関する業

務を「行財政改革・公共施設等マネジメント推進室」に置

く。移管等に伴い、「行財政改革・公共施設等マネジメント

推進室」を「公共施設等マネジメント推進室」に名称変更す

る。 
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３ 施行年月日 

  令和３年４月１日 

〔 市長公室：政策経営課 〕 
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議案第５７号 
かすみがうら市あじさい館設置及び管理に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について【一部改正】 

１ 要  旨 

  市行政組織の改編に伴い、あじさい館多目的室を使用廃止とするととも

に、平成２８年度より教育委員会から市長部局に所管替えしている実情を

踏まえ、現状に合わせた改正が必要であるため、かすみがうら市あじさい

館設置及び管理に関する条例等の一部を改正するもの。 

２ 内  容 

  （１） かすみがうら市あじさい館設置及び管理に関する条例の一部改

正 

・市行政組織の改編に伴い、多目的室を使用廃止することから多

目的室を削り、あじさい館の所管を教育委員会から市長部局に

変更する。 

  （２） かすみがうら市福祉館設置及び管理に関する条例の一部改正 

 ・福祉館の所管を教育委員会から市長部局に変更する。 

  （３） かすみがうら市公の施設の使用料等に関する条例の一部改正 

・市行政組織の改編に伴い、あじさい館多目的室を使用廃止する

ため。 

３ 施行年月日 

  公布の日 

  ただし、経過措置として施行の際、改正前に使用許可を受けている者の

多目的室の利用については、従前の例による。 

〔 保健福祉部：介護長寿課 〕 

9



議案第５８号 
かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について【一部改正】 

１ 要  旨 

  地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第２６４号）が公

布されたことに伴い、条例の一部を改正するもの。 

２ 内  容 

 国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得

の算定において基礎控除額相当分の基準額を４３万円（現行：３３万円）

に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の

支給を受ける者の数の合計数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算する。 

３ 施行年月日 

  令和３年１月１日 

〔 市民部：国保年金課 〕 
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議案第５９号
かすみがうら市介護保険条例の一部を改正する条例の制

定について【一部改正】

１ 要  旨 

  租税特別措置法及び介護保険法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を

改正するもの。 

２ 内  容 

  （１） 租税特別措置法の一部改正 

・長期譲渡所得に係る課税の特例 

  （２） 介護保険法施行令の一部改正 

・介護保険サービス利用の際、自己負担割合に係る判定基準の見

直し 

３ 施行年月日 

  令和３年１月１日 

〔 保健福祉部：介護長寿課 〕 
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議案第６０号 

かすみがうら市都市計画法の規定による開発行為の許可

等の基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて【一部改正】 

１ 要  旨 

  立地適正化計画に基づき、市街化区域の居住誘導区域等の人口密度の低

下を抑止すること、また、都市再生特別措置法第８８条に規定する居住誘

導区域外の開発行為等の届出等の義務化に鑑み、区域指定制度による許可

対象建築物の用途を改正するため、条例の一部を改正するもの。 

２ 内  容 

改正前 

（第二種低層住居専用地域並み） 
改正後 

自己用住宅 自己用住宅 

専用住宅（非自己用）、共同住宅 等 - 

兼用住宅（自己用） 兼用住宅（自己用） 

兼用住宅（非自己用） - 

店舗（自己用） 店舗（自己用） 

店舗（非自己用） - 

事務所、作業所（自己用） 事務所、作業所（自己用） 

事務所、作業所（非自己用） - 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校 

神社、寺院、教会、診療所、保育所、

老人ホーム 等 

- ※他の許可要件の適用可能 

３ 施行年月日 

  令和４年４月１日 

〔 都市産業部：都市整備課 〕 
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議案第６１号 令和２年度かすみがうら市一般会計補正予算（第８号）

１ 要  旨 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ５億６千３４６万９千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ２５３億３千１０５万９千

円とするもの。 

２ 内  容 

（１） 歳入の補正 （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

地方特例交付金 20,000 16,941 36,941 

地方交付税 4,740,382 168,921 4,909,303 

国庫支出金 7,309,806 57,847 7,367,653 

県支出金 1,393,394 53,137 1,446,531 

繰入金 1,363,567 32,363 1,395,930 

繰越金 423,422 71,968 495,390 

諸収入 371,514 162,292 533,806 

歳入合計 24,767,590 563,469 25,331,059 

（２） 歳出の補正 （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

議会費 144,949 △27 144,922 

総務費 6,252,158 43,369 6,295,527 

民生費 6,312,886 205,616 6,518,502 

衛生費 2,780,060 △12,810 2,767,250 

労働費 26,088 176 26,264 
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農林水産業費 723,468 9,931 733,399 

商工費 1,090,838 267,174 1,358,012 

土木費 1,548,820 1,542 1,550,362 

消防費 1,173,231 △13,998 1,159,233 

教育費 2,621,706 62,496 2,684,202 

歳出合計 24,767,590 563,469 25,331,059 

（３） 事業別補正予算の説明  （単位：千円） 

歳出（事業） 補正額 事業担当課 

ア 議会費の事業費 

職員等人件費 

市議会運営事業 

225 

△252 

総務課 

議会事務局 

イ 総務費の事業費 

職員等人件費 

新生児特別定額給付金事業（政策） 

公有財産調整事業（政策） 

企画調整事業（政策） 

あじさい館管理事業 

市税賦課事務事業 

住民基本台帳事業 

17,824 

20,115 

10,263 

△21,000 

8,192 

2,410 

5,565 

総務課 

健康づくり増進課 

行財政改革・公共施設等マネジメント推進室

政策経営課 

介護長寿課 

税務課 

市民課 

ウ 民生費の事業費 

職員等人件費 

国民健康保険特別会計繰出事業

社会福祉施設整備事業（政策） 

△6,616 

△3,582 

22,033 

総務課 

国保年金課 

介護長寿課 
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障害者自立支援事業 

医療福祉事業 

後期高齢者医療事業 

介護保険特別会計繰出事業 

児童扶養手当事業 

児童手当事業 

保育所事業 

保育所事業（政策） 

広域委託事業 

私立保育所事業（政策） 

認定こども園事業 

家庭的保育等事業 

放課後児童健全育成事業（政策） 

生活保護等総務事業 

生活保護等扶助事業 

9,545 

3,187 

616 

1,533 

775 

1,273 

300 

1,680 

2,431 

43,599 

88,126 

2,059 

2,820 

25,837 

10,000 

社会福祉課 

国保年金課 

国保年金課 

介護長寿課 

子ども家庭課 

子ども家庭課 

子ども家庭課 

子ども家庭課 

子ども家庭課 

子ども家庭課 

子ども家庭課 

子ども家庭課 

大塚児童館・ふれあいセンター  

社会福祉課 

社会福祉課 

エ 衛生費の事業費 

職員等人件費 

感染症対策事業 

母子保健事業 

△6,232 

2,465 

△9,043 

総務課 

健康づくり増進課 

介護長寿課 

健康づくり増進課 

オ 労働費の事業費 

職員等人件費 176 総務課 

カ 農林水産業費の事業費 

職員等人件費 2,400 総務課 
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農業振興事業 

畜産振興事業（政策） 

土地改良整備支援事業（政策） 

1,190 

1,632 

4,709 

農林水産課 

農林水産課 

農林水産課 

キ 商工費の事業費 

職員等人件費 

中小企業対策事業（政策） 

商工振興事業（政策） 

6,646 

△70,468 

330,996 

総務課 

地域未来投資推進課 

地域未来投資推進課 

ク 土木費の事業費 

職員等人件費 1,542 総務課 

ケ 消防費の事業費 

職員等人件費 △13,998 総務課 

コ 教育費の事業費 

職員等人件費 

教育委員会事務局運営事業 

小学校コンピューター設置事業（政策） 

中学校コンピューター設置事業（政策） 

千代田公民館管理事業 

626 

105 

35,702 

20,250 

5,813 

総務課 

学校教育課 

学校教育課 

学校教育課 

千代田中地区公民館 

〔 市長公室：政策経営課 〕 
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令和2年度 一般会計補正予算第8号 R021130第4回定例会
No 事業 内　　　　　　　容

1 市議会運営事業 △252

議員期末手当

2 新生児特別定額給付金事業（政策） 20,115

市
新生児特別定額給付金（給付額10万円×200人分）
令和2年4月28日生れ～令和3年4月1日生れを対象

20,000

3 公有財産調整事業（政策） 10,263

旧下大津小学校解体工事設計業務委託

4 企画調整事業（政策） △21,000

市
新型コロナウイルス感染症対策スマホ決済ポイント還元業務委託
当初29,643千円　実績見込み8,000千円

5 あじさい館管理事業 8,192

事務室改修工事 4,290

事務室用備品 3,768

6 市税賦課事務事業 2,410

市 確定申告電話予約システム業務委託 1,176

市 窓口用キャッシュレスPOSレジ購入　１台 1,234

7 住民基本台帳事業 5,565

市 証明書交付用タブレット機器購入　　３台 1,865

市 窓口用キャッシュレスPOSレジ購入　３台 3,700

8 国民健康保険特別会計繰出事業 △3,582

9 社会福祉施設整備事業（政策） 22,033

地域医療介護総合確保基金事業補助金
　介護職員宿舎施設整備事業

10 障害者自立支援事業 9,545

障害者自立支援給付審査支払等システム改修委託 990

国庫負担金及び県負担金等超過交付返還金 8,555

11 医療福祉事業 3,187

医療福祉費等補助金返還金

単位：千円
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No 事業 内　　　　　　　容 単位：千円

12 後期高齢者医療事業 616

後期高齢者医療特別会計繰出金

13 介護保険特別会計繰出事業 1,533

14 児童扶養手当事業 775

国庫負担金等超過交付金返還金

15 児童手当事業 1,273

電子申請操作説明動画作成業務委託
　児童手当等手続きの電子化（スマホ等で手続き可能）

363

国庫負担金等超過交付金返還金 910

16 保育所事業 300

消耗品費（マスク等衛生用品・感染防止消耗品）

17 保育所事業（政策） 1,680

市 新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労金　56人×3万円

18 広域委託事業 2,431

広域公立入所委託 1,110

広域私立入所委託 1,321

19 私立保育所事業（政策） 43,599

私立保育所への各種補助金
　主食代補助金、送迎バス補助金、民間保育所補助金、
　子ども・子育て支援交付金、障害児保育事業補助金

6,086

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 3,400

市 新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労金　211人×3万円 6,330

国庫補助金等返還金 27,783

20 認定こども園事業 88,126

市内私立認定こども園給付費
※当初：神立幼稚園・くりのみ自然幼稚園２園分見込む
　令和２年４月１日付で美並未来みなみこども園が区分変更
　により増額

85,381

施設等利用費（認可外保育施設） 1,638

国庫補助金等返還金 1,107
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No 事業 内　　　　　　　容 単位：千円

21 家庭的保育等事業 2,059

市内地域型保育給付費
　家庭的保育事業事業者給付

22 放課後児童健全育成事業（政策） 2,820

市 新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労金　94人×3万円

23 生活保護等総務事業 25,837

国庫負担金等超過交付返還金

24 生活保護等扶助事業 10,000

生活扶助費 8,000

介護扶助費 2,000

25 感染症対策事業 2,465

疾病予防対策事業委託（新型コロナウイルス検査委託）
　PCR検査16,500円Ｘ100件、通知等郵送料1万円

1,660

市 備品購入費
　サーマルカメラ(非接触式スタンド型体温検知器)7個　655千円
　ノータッチ式ディスペンサー(自動消毒噴霧器)7個　　150千円
　設置場所：千代田庁舎、霞ヶ浦庁舎、あじさい館、
　　　　　　やまゆり館、中央出張所、イベント用、各種健診用

805

26 母子保健事業 △9,043

妊婦・乳児健診委託　※受診者減少

27 農業振興事業 1,190

産地生産基盤パワーアップ事業補助金

28 畜産振興事業（政策） 1,632

家畜防疫予防事業推進補助金
　ＣＳＦ（豚熱）ワクチン接種補助

29 土地改良整備支援事業（政策） 4,709

県単土地改良上乗せ補助金：9地区

30 中小企業対策事業（政策） △70,468

市
「新しい生活様式」に対応したビジネスモデル構築支援事業補助
金　当初見込１５０社　申請見込４７社　差引１０３社分減額

△14,068

市
事業継続給付金　当初見込４５０社　申請見込１６８社　差引２
８２社分減額

△56,400
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No 事業 内　　　　　　　容 単位：千円

31 商工振興事業（政策） 330,996

市 商品券販売引換手数料 2,124

市 かすみエールプレミアム商品券発行運営業務委託 17,418

市 かすみエールプレミアム商品券交付金　17,521世帯X2万円X0.9 315,378

市 新型コロナ対策消費喚起割引チケット交付金 △3,924

32 教育委員会事務局運営事業 105

夜間学級連絡協議会負担金

33 小学校ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ設置事業（政策） 35,702

市 GIGAスクール対応家庭学習用ソフトウェア等　２，０７０台分

34 中学校ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ設置事業（政策） 20,250

市 GIGAスクール対応家庭学習用ソフトウェア等　１，１８１台分

35 千代田公民館管理事業 5,813

千代田公民館軽量鉄骨倉庫解体工事 4,862

千代田講堂照明及び駐車場街路灯交換工事 951

36 職員等人件費 2,593

合　計 563,469

※１　事業の内容は主なものを掲載しているため合計と一致しない場合がある

　２　表中市とあるのは新型コロナウイルス感染症に対して市が取り組む独自事業
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 議案第６２号 
令和２年度かすみがうら市国民健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

１ 要  旨 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１９９万４千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ４１億５千４００万６千円とするも

の。 

 

２ 内  容 

 （１） 歳入の補正                 （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

繰入金 305,934 △3,582 302,352 

繰越金 1 1,588 1,589 

歳入合計 4,156,000 △1,994 4,154,006 

 

 （２） 歳出の補正                 （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

総務費 50,707 △3,582 47,125 

保健事業費 45,042 1,588 46,630 

歳出合計 4,156,000 △1,994 4,154,006 

 

 （３） 事業別補正予算の説明            （単位：千円） 

歳出（事業） 補正額 事業担当課 

ア 総務費の事業費  
職員等人件費 

一般管理事業 

△4,572 

990 

総務課 

国保年金課 
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イ 保健事業費の事業費 

 特定健康診査等事業 1,588 健康づくり増進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 市民部：国保年金課 〕 
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 議案第６３号 
令和２年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

１ 要  旨 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ７７万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を、それぞれ８億８千４７７万円とするもの。 

 

２ 内  容 

 （１） 歳入の補正                 （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

繰入金 498,980 616 499,596 

国庫補助金 0 154 154 

歳入合計 884,000 770 884,770 

 

 （２） 歳出の補正                 （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

総務費 3,520 770 4,290 

歳出合計 884,000 770 884,770 

 

 （３） 事業別補正予算の説明            （単位：千円） 

歳出（事業） 補正額 事業担当課 

ア 総務費の事業費  

後期高齢者医療一般管理事業 770 国保年金課 

 

 

 

 

〔 市民部：国保年金課 〕 
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 議案第６４号 
令和２年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予算

（第３号） 

１ 要  旨 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ３千７０２万１千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ３６億６千９８３万６千円とす

るもの。 

 

２ 内  容 

 （１） 歳入の補正                 （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

国庫支出金 762,607 1,391 763,998 

繰入金 609,767 3,275 613,042 

繰越金 4,815 32,355 37,170 

歳入合計 3,632,815 37,021 3,669,836 

 

（２） 歳出の補正                  （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

総務費 99,348 2,924 102,272 

地域支援事業費 108,551 △5 108,546 

諸支出金 4,817 34,102 38,919 

歳出合計 3,632,815 37,021 3,669,836 

 

 （３） 事業別補正予算の説明            （単位：千円） 

歳出（事業） 補正額 事業担当課 

ア 総務費の事業費  
職員等人件費 

一般管理事業 

141 

2,783 

総務課 

介護長寿課 
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イ 地域支援事業費の事業費 

 職員等人件費 △5 総務課 

ウ 諸支出金の事業費 

 国庫支出金等返還事業 

一般会計繰出事業 

1,739 

32,363 

介護長寿課 

介護長寿課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 保健福祉部：介護長寿課 〕 
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 議案第６５号 小中学校学習者用コンピュータ機器等の取得について 

１ 要  旨 

  小中学校学習者用コンピュータ機器等の取得について、かすみがうら市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１

７年かすみがうら市条例第５１号）第３条の規定により、議会の議決を求

めるもの。 

 

２ 内  容 

  （１） 取得する財産 小中学校学習者用コンピュータ機器等 

  （２） 概  要 Ｃｈｒｏｍｅ ＯＳ端末  ３，２５１台 

（３） 取 得 金 額 １４６，２６２，４９０円  

  （４） 相 手 方 大阪府大阪市中央区島町２-４-１２ 

             ミカサ商事株式会社 

             代表取締役 中西 日出喜 

 

 （参考） 

  納入期限 令和３年２月２６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔総務部：検査管財課 〕 
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 議案第６６号 
湖北環境衛生組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び湖北環境衛生組合規約の変更について 

１ 要  旨 

  組合を組織する地方公共団体のうち、土浦市が令和３年３月３１日をも

って組合から脱退し、令和３年４月１日から組合を石岡市、かすみがうら

市及び小美玉市をもって組織することとし、併せて組合の議員定数も変更

する必要が生じたため、組合規約の一部を改正するにあたり、地方自治法

第２９０条の規定により議会の議決を求めるもの。 

 

２ 内  容 

  湖北環境衛生組合規約（昭和４３年地指令第１７６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  （１） 第２条 

     ・構成市を、４市（石岡市・かすみがうら市・土浦市・小美玉市）

から３市（石岡市・かすみがうら市・小美玉市）へ変更。 

  （２） 第３条第２項 

     ・「，土浦市に係るものについては，旧新治村の区域（平成１８

年２月１９日現在の新治村の区域をいう。）を対象とし」を削

る。 

  （３） 第５条第１項 

     ・組合議員の数を、１６名（石岡市７名・かすみがうら市４名・

土浦市２名・小美玉市３名）から１４名（石岡市７名・かすみ

がうら市４名・小美玉市３名）へ変更。 

 

３ 施行年月日 

  令和３年４月１日 

〔 市民部：生活環境課 〕 
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 議案第６７号 
つくば市等公平委員会を共同設置する地方公共団体数の

減少及び同公平委員会規約の変更について 

１ 要  旨 

  令和３年３月３１日をもって新治地方広域事務組合が解散することに伴

い、つくば市等公平委員会を共同設置する地方公共団体のうちから新治地

方広域事務組合を削り、同公平委員会規約を次のとおり変更するため、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第３項で準用する同

法第２５２条の２の２第３項本文の規定に基づき、議会の議決を求めるも

の。 

 

２ 内  容 

  （１） 第１条中「掲げる市等」を「掲げる市」に、「関係市等」を「関

係市」に改め、同条第４号の「（４）新治地方広域事務組合」を削

る。 

  （２） 第６条第１項中「関係市等」を「関係市」に改める。 

 

３ 施行年月日 

  令和３年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 監査委員事務局 〕 
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議案第６８号 市道路線の廃止について 

１ 要  旨 

  道路法第１０条第３項の規定により、議会の議決を求めるもの。 

２ 内  容 

  下土田地内に位置する路線を廃止するもの。 

（１） 廃止しようとする路線

ア 路線名 市道８－１９１１号線

イ 延 長 ４８．００メートル

〔 建設部：道路課 〕 
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路線廃止位置図

【路線廃止箇所】

市道8-1911号線

起点：下土田1542番3

終点：下土田1520番5

延長：48.00ｍ

起点

終点

中根橋

常磐高速道路
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議案第６９号 市道路線の廃止について 

１ 要  旨 

  道路法第１０条第３項の規定により、議会の議決を求めるもの。 

２ 内  容 

  下土田地内に位置する路線を廃止するもの。 

（１） 廃止しようとする路線

ア 路線名 市道８－１９１２号線

イ 延 長 ７８．００メートル

〔 建設部：道路課 〕 
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路線廃止位置図

終点終点
【路線廃止箇所】

市道8-1912号線

起点：下土田1491番1

終点：下土田1520番5

延長：78.00ｍ

起点

終点

中根橋

常磐高速道路
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 議案第７０号 市道路線の廃止について 

１ 要  旨 

  道路法第１０条第３項の規定により、議会の議決を求めるもの。 

 

２ 内  容 

  市川地内に位置する路線を廃止するもの。 

  （１） 廃止しようとする路線 

     ア 路線名 市道８－２３７８号線 

     イ 延 長 ６５．００メートル 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 建設部：道路課 〕 
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路線廃止位置図

終点

【路線廃止箇所】

市道8-2378号線

起点：市川362番

終点：市川360番

延長：65.00ｍ
起点
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議案第７１号 市道路線の変更について 

１ 要  旨 

  道路法第１０条第３項の規定により、議会の議決を求めるもの。 

２ 内  容 

  深谷地内に位置する路線の一部を廃止し、変更するもの。 

（１） 変更しようとする路線

ア 路線名 市道１２３６号線

イ 延 長 （旧）２１４．１６メートル

（新）１５６．８１メートル 

〔 建設部：道路課 〕 
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変更前路線 変更後路線路線変更位置図

終点

【路線廃止箇所】

市道8-2637号線

起点：市川362番

終点：市川360番

延長：65.00ｍ
起点

起点

終点

【路線変更箇所】市道1236号線

【変更前】

起点：深谷426番1

終点：深谷354番

延長214.16ｍ

幅員（最大）4.00ｍ（最小）1.50ｍ

【変更後】

起点：深谷428番6

終点：深谷354番

延長156.81ｍ

幅員（最大）4.00ｍ（最小）1.50ｍ
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議案第７２号 市道路線の変更について 

１ 要  旨 

  道路法第１０条第３項の規定により、議会の議決を求めるもの。 

２ 内  容 

  田伏地内に位置する路線の一部を廃止し、変更するもの。 

（１） 変更しようとする路線

ア 路線名 市道５２５９号線

イ 延 長 （旧）１１３．４３メートル

（新） １６．００メートル 

〔 建設部：道路課 〕 
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変更前路線 変更後路線路線変更位置図

起点

【路線変更箇所】市道5259号線

【変更前】

起点：田伏3625番

終点：田伏3618番

延長113.43ｍ

幅員（最大）1.98ｍ（最小）1.50ｍ

【変更後】

起点：田伏3629番3

終点：田伏3618番

延長16.00ｍ

幅員（最大）1.50ｍ（最小）1.50ｍ

起点

終点
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